
特殊な車両の通行許可申請        道路法 
 

 下記の基準を１つでも超える車両が通行するとき 
 

 

 総重量……２５t（高速自動車国道・指定道路）／２０t（その他の道路） 

 

 軸重……１０t    輪荷重……５t    隣接軸重……１８～２０t 

 

 車幅……２．５m    車高……３．８ｍ    長さ……１２ｍ 

 

 最小回転半径……１２ｍ 

 

 

 必要書類（正副２通） １．特殊車両通行許可申請書 

 

            ２．自動車検査証の写し（道路運送車両法による） 

 

            ３．車両諸元に関する説明図書 

 

            ４．経路図及び経路表 

 

            ５．国道（県道）の特殊車両通行許可証の写し 

               （条件書・経路図及び経路表も含む） 

 

・国道（県道）の通行許可を得ている場合、３に関する書類は国道（県道）

  事務所へ提出時のコピーで可。 

 

 特殊車両通行許可申請書提出先 

 西宮市土木局総括室土木管理課管理指導チーム 

 〒６６２－８５６７ 西宮市六湛寺町１０番３号（本庁舎６階） 

 ℡０７９８－３５－３６３９ 
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　　　特殊車両通行許可申請書提出先

　　　　　西宮市役所土木管理課 管理指導チーム

　　　    〒662-8567　西宮市六湛寺町８番２８号（第二庁舎９階）
　　　   
　　　　　TEL　0798-35-3639
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不服申し立て

申請書には、次の書類及び図面（以下「付属書類」という。）を添付すること。

〔Ⅲ〕

ろにより、本証を受け取った日の翌日から起算して６０日以内に　　　　　　　　　　　　　に　審査請求
異議申立てをすることができる。

この特殊車両通行許可又は認定について不服があるときは、行政不服審査法の定めるとこ

らない。。
本証及び付属書類に記載されている事項中車両諸元、通行経路等に変更があった場合には、

道路管理者に変更の申請を行い、許可を得なければならない。

とがある。
以上の各事項に違反した場合には、道路法の規定に基づき懲役又は罰金の刑に処せられるこ

本証は、本証に記載された車両以外の車両には使用することはできない。

らない。
通行条件等に関し、道路管理者等から措置命令を受けた場合には、それに従わなければな

通行に際し、本証及び付属書類に記載されている通行条件、通行経路等は厳守しなければな

証の写し

〔Ⅱ〕 許可証又は認定書（以下「本証」という。）の取扱上の注意事項
本証の交付を受けた者は、通行中本証を当該車両に備え付けなければならない。

更新又は変更の場合にあっては、付属書類の一部を省略することができる。

（１）道路運送車両法による自動車検査証の写し
（２）車両の諸元に関する説明書
（３）経路図及び経路表
（４）道路運送法による一般旅客自動車運送事業の免許を受けているものにあっては、当該免許

び型式を記載すること。
ただし、連結車にあっては、上段にけん引車　（トラック、トラクタ）、下段に被けん引車（ト

レーラー）の登録番号を記載すること。
「車両諸元」の欄中「最小隣接軸距」には、隣り合う車軸にかかる軸距のうち、最も小さいも

「許可　認定」及び「（新規、更新、変更）」については、該当するものを○で囲むものとし、
変更は＜　＞内に変更事由（車両交換、車両台数の減、通行経路の変更等）を記載すること。

「車種区分」の欄には、「トラック」、「建設機械」、「セミトレーラー」、「ポールトレーラー」、「フ
ルトレーラー」、「ダブルス」等具体的に記載すること。

「更新又は変更経緯」の欄中、「車両台数」の欄には、トラック、トラクタ／トレーラーの台
数を記載すること。

「通行経路記入欄」については、出発地、主たる経由地、目的地を記載すること。

通行経路記入欄

〔Ⅰ〕 申請者の記載要領

「車両番号等」の欄には、道路運送車両法により当該車両に取り付けられた自動車登録番号
又は車両番号／自動車予備検査証番号を記載すること。

「車名及び型式」の欄には、道路運送車両法に基づき国土交通大臣により指定された車名及

のを記載すること。また、「隣接軸重」には、最小隣接軸距に係る軸重の和を記載すること。

なお、複数経路の場合は通し番号を付すこと。
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